
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事仮設計画(案) 

○全体工事期間：令和４年１０月～令和７年１月（予定） ※事業完了は最終移転も含めて令和７年３月の予定 

○工事対象施設：①赤磐市役所本庁舎（下市 344） ②中央公民館（下市 337） ③山陽保健センター（下市 337-1） 

○事 業 目 的：◎安全に利用できる施設に ◎誰もが利用しやすい施設に ◎防災機能強化（災害時の防災拠点としての機能確保） 

赤磐市役所本庁舎等整備事業説明会 ＜令和４年７月２５日（月）＞ 

 

赤磐市役所本庁舎 
中央 

公民館 
山陽保健 

センター 

山陽小学校 

高陽中学校 

 

〇工事による音や振動など 〇市道の通行規制（小学校南線） 

〇山陽小学校グラウンドの一部借用 〇来客用駐車場の制限 〇執務室仮移転（５施設） 

想定される周辺への影響 

執務室仮移転  

 

東庁舎 
（旧消防本部庁舎） 


